
見附市教育委員会告示第１８号 

 見附市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

  令和７年８月２６日 

                見附市教育委員会教育長 渡邊 茂夫 

   見附市子育て世帯訪問支援事業実施要綱を改正する要綱 

見附市子育て世帯訪問支援事業実施要綱（令和６年見附市教育委員会告示第３

号）の一部を次のように改正する。 

第９条を第１１条とし、第６条から第８条までを２条ずつ繰り下げ、第５条を第

７条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（利用回数等） 

第６条 事業を利用できる回数及び時間は、１日当たり１回かつ２時間以内、１週

間当たり２回以内とする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由があると教育

長が認める場合は、この限りでない。 

 第４条第３項第２号中「児童福祉法」を「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）」に、「児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４令）」を「児童福祉法施行

令（昭和２３年政令第７４号）」に改め、同条を第５条とする。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

（事業の内容） 

第４条 事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（１） 食事の準備及び後片付け 

（２） 住居の掃除及び整理整頓 

（３） 洗濯 

（４） 生活必需品の買物、通院、産後健診及び公的機関への手続等の同行 

（５） その他必要な家事援助、育児援助 

  

 

 

 



 別表を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

世帯区分 １時間当たりの費用 １回当たりの費用 

生活保護世帯 ０円 ０円

市民税非課税世帯 ０円 ０円

市民税所得割課税額７７，１

０１円未満世帯 

０円 ０円

その他世帯 ５００円 ２００円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号を次のように改める。 

 

 

別記様式第２号から第５号までの規定中「（第５条関係）」を「（第７条関係）」

に改める。 



別記様式第６号を次のように改める。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年９月１日から施行する。 


